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（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
十
三
条

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法

律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
う
ち
地
方
財
政
法
第
十
条
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
三
十
一
」
を
「
三
十
二
」
に
改
め
る
。

（
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
十
四
条

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
十
一
条
の
う
ち
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
別
表
第
二
の
改
正
規
定
中
「
介
護
保
険
給
付
関
係
情
報
」
を
「
介
護
保
険
給

付
等
関
係
情
報
」
に
改
め
る
。

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
十
五
条

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
六
十
八
の
項
中
「
支
給
」
の
下
に
「
、
地
域
支
援
事
業
の
実
施
」
を
加
え
る
。

別
表
第
二
の
一
の
項
中
「
保
険
給
付
の
支
給
」
の
下
に
「
、
地
域
支
援
事
業
の
実
施
」
を
加
え
、「
介
護
保
険
給
付

関
係
情
報
」
を
「
介
護
保
険
給
付
等
関
係
情
報
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の
項
か
ら
四
の
項
ま
で
、
六
の
項
、
二
十
六

の
項
、
三
十
の
項
、
三
十
三
の
項
、
三
十
九
の
項
、
四
十
二
の
項
、
五
十
六
の
二
の
項
、
五
十
八
の
項
、
六
十
一
の

項
、
六
十
二
の
項
、
八
十
の
項
、
八
十
七
の
項
及
び
九
十
の
項
中
「
介
護
保
険
給
付
関
係
情
報
」
を
「
介
護
保
険
給

付
等
関
係
情
報
」
に
改
め
、
同
表
の
九
十
三
の
項
中
「
保
険
給
付
の
支
給
」
の
下
に「
又
は
地
域
支
援
事
業
の
実
施
」

を
加
え
、
同
表
の
九
十
四
の
項
中
「
支
給
」
の
下
に
「
、
地
域
支
援
事
業
の
実
施
」
を
加
え
、「
介
護
保
険
給
付
関
係

情
報
」
を
「
介
護
保
険
給
付
等
関
係
情
報
」
に
改
め
る
。

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律

の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
十
六
条

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う

関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
の
う
ち
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
別
表
第
二
の
五
の
項
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
改
正
規
定
（
同
表
の
五
の
二
十
四
の
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。）及
び
同
法
別
表
第
四
の
四
の
項
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
（
同
表
の
四
の
二
十
四
の
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。）中
「
支
給
」
の
下
に
「
、
同
法

第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
の
地
域
支
援
事
業
の
実
施
」
を
加
え
る
。

附
則
第
十
三
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
三
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
四
条
第
三
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」に
改
め
る
。

（
公
的
年
金
制
度
の
財
政
基
盤
及
び
最
低
保
障
機
能
の
強
化
等
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
一
部
改
正
）

第
六
十
二
条

公
的
年
金
制
度
の
財
政
基
盤
及
び
最
低
保
障
機
能
の
強
化
等
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
の
う
ち
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
附
則
第
十
三
条
の
七
を
同
法
附
則
第
十
三
条
の
十
一

と
し
、
同
法
附
則
第
十
三
条
の
六
を
同
法
附
則
第
十
三
条
の
十
と
し
、
同
法
附
則
第
十
三
条
の
五
の
五
の
次
に
見
出

し
及
び
四
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
附
則
第
十
三
条
の
十
と
し
」
の
下
に
「
、
附
則
第
十
三
条
の
五
の
六
を
附
則

第
十
三
条
の
九
の
二
と
し
」
を
加
え
る
。

第
二
十
八
条
の
う
ち
介
護
保
険
法
附
則
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
附
則
に
次
の
」
を
「
附
則
第
十
一
条
を

附
則
第
十
三
条
と
し
、
附
則
第
十
条
の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
」
に
、「
介
護
予
防
等
事
業
医
療
保
険
納
付
対
象
額
」

を
「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
医
療
保
険
納
付
対
象
額
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
十
二
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
五
十
二
条
の
五

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
五
号
施
行

日
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
当
該
特
定
市
町
村
の
同
項
の
条
例
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
特
定
市
町
村
が
行

う
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
地
域
支
援
事
業
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
介
護
保
険
法
附
則
第
十
一
条
第
二
項
及
び

第
十
二
条
第
二
項
中
「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
医
療
保
険
納
付
対
象
額
」
と
あ
る
の
は
、「
介
護
予

防
等
事
業
医
療
保
険
納
付
対
象
額
」
と
す
る
。

附
則
第
五
十
九
条
中
国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
二
十
一
条
の
三
第
三
項
の
改
正
規
定
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

附
則
第
十
六
条
中
「
附
則
第
十
三
条
の
五
の
六
」
を
「
附
則
第
十
三
条
の
九
の
二
」
に
改
め
る
。

（
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
十
七
条

薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

附
則
第
八
十
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年

法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
第
十
二
号

（
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
の
一
部
改
正
）

第
六
十
八
条

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
五
条
の
う
ち
地
方
財
政
法
第
十
条
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
三
十
二
」
を
「
三
十
三
」に
改
め
る
。

附
則
第
六
条
第
一
項
中
「
三
十
二
」
を
「
三
十
三
」
に
、「
三
十
一
」
を
「
三
十
二
」
に
改
め
、同
条
第
二
項
中「
三

十
一
」
を
「
三
十
二
」
に
、「
三
十
二
」
を
「
三
十
三
」
に
改
め
る
。

（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
）

第
六
十
九
条

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
同
条
第
二
項
第
十
一
号
」
を
「
同
条
第
二
項
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

第
七
十
条

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
第
三
十
条
の
四
第
十
三
項
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第
十
五
項
」
に
、「
同
条
第
二
項
第
十
二

号
」
を
「
同
条
第
二
項
第
十
四
号
」
に
改
め
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
十
一
条

こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
定
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。）の
施
行
前
に
し
た
行
為
並
び
に
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け

る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お

け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
七
十
二
条

附
則
第
三
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で
及
び
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必

要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

文
部
科
学
大
臣

下
村

博
文

厚
生
労
働
大
臣
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村

憲
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